
（別紙１）

Ⅰ　基本情報

Ⅱ　令和2年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管
理業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

平等利用の確保のため「多様化する利用者のニー
ズに応える」という方針を策定し、札幌全域からの希
望者を受け入れ、夜間保育(延べ2,130人）・時間外
保育（延べ4,097人）・乳児保育（延べ2,961人）・アレ
ルギー児保育（延べ1,278人）・一時保育（延べ11人）
を行っている。入園希望者に対しては随時保育園の
見学を受付け、園内を案内して保育園の生活に関
する情報を提供している。

保育を必要とする乳幼児が心身とも健全に成長する
ために、法人の社会福祉事業の理念に基づき地域
とともに歩む共同体を目指すという保育園の理念の
もと、「子どもの成長に大切な水・砂・泥あそびなど
の活動を行い、人とのかかわりが楽しくなる保育を
し、家庭との連携による人間形成の基礎づくりに努
め、保護者とのコミュニケーションを大事にして必要
な支援を行い、複合施設の交流を通して多くの大人
に見守られながら成長していける場となるよう努力し
ていく」との方針を策定した。また運営にあたっては
札幌市児童福祉法施行条例、札幌市子ども・子育て
支援法施行条例及びその他の関係法令を遵守する
ものとした。

多様なニーズに可
能な限り対応しつ
つ、基本方針に則り
管理運営を行うこと
ができた。複合施設
間の定期連絡会を
通し、各施設との連
携を図ってきた。

指定管理者評価シート

事業名 公立保育所等運営費 所管課（電話番号）子ども未来局子育て支援部施設運営課（211-2986）

２　指定管理者

事業概要

目的

開設時期

１　施設の概要

平成16年4月1日 延床面積

札幌市しせいかん保育園 所在地 札幌市中央区南３条西７丁目1-1名称

保育事業

1015.15㎡

主要施設

児童福祉法（昭和22年法律第164号）39条の規定に基づく保育所として、保護者の労働、疾病そ
の他の事由により、その監護すべき児童について保育を必要とする場合、当該児童を保育するこ
と。

保育室、乳児室、遊戯室、事務室、調理室

非公募

非公募の場合、その理由：施設利用者との継続的な信頼関係が求められるため、非公募としたも
の。

指定期間

複数施設を一括評価の場合、その理由：

指定管理者
の自己評価

名称

募集方法

施設の維持及び管理。保育の実施及び保育の実施に付随する業務。

社会福祉法人　救世軍社会事業団

平成30年４月１日～令和5年３月31日

所管局の評価

指定単位
施設数：１施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：

業務の範囲

３　評価単位
施設数：１施設

項　目 実施状況

市の指導を受け
る
ことなく、適切に管
理されている。

札幌全域からの入
所希望者を受け入
れた。コロナ感染予
防のため、例年実
施していた子育て
支援総合センターと
の交流と見学ツ
アー・園庭開放を行
わなかった。
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（別紙１）

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

▼　環境問題に関する園内研修を通して職員の環
境への配慮が浸透してきており、節電やリサイクル
については、園児及び保護者への声かけも行った。
環境問題に関する園内研修を通して職員の環境へ
の配慮が浸透してきており、節電やリサイクルにつ
いては、園児及び保護者への声かけも行った。
▼　複合施設全体で電気・水道・ガスを節約し、事業
ごみは分別による資源ごみリサイクルを行うことで、
二酸化炭素排出量の削減に努めている。
▼　コピー機および印刷機は節電機能つきのものを
使用し、消耗品は環境負荷の少ないグリーン商品や
リサイクル商品を購入、コピー用紙もリサイクル
100％の商品を使用している。
▼　給食の廃油はバイオディーゼル燃料や洗剤の
原料として、リサイクル業者に活用してもらってい
る。

節電やリサイクルな
ど環境への配慮意
識が定着してきた。
職員のみならず、保
護者や園児たちに
も浸透してきてい
る。

▼　統括責任者として園長、職務代理者として主任1
名、副主任3名、専門リーダーを5名置き、組織機構・
事務分掌に従い職務を分担した。保育園の緊急連
絡網のほかに複合施設緊急連絡網も定めている。
▼　保育の質を高めるために計画に基づき、園外研
修には計7回延べ14名が参加し、保育士キャリア
アップ研修には７分野延べ35名が参加した。園内研
修も実施した。

▼　普段から保護者とのコミュニケーションを密にし
て保護者の思いを汲み取るようにしてきた。（送迎時
の声かけ、個人懇談、保育参観、ご意見箱）
▼　クラス会議、乳児・幼児別会議、夜間保育会議
などを行い、保育士間の連携を図った。
▼　幼児リーダー、乳児リーダーを中心としたきめ細
かな打ち合わせ、感染症情報ノート、ヒヤリハット報
告書を利用して情報の共有を図った。軽微な怪我に
ついてもその都度話し合いを行い、状況把握と再発
防止をはかった。

コロナ禍でクラス懇
談会ができなかっ
たが、個別懇談等
で子どもの育ちを伝
えてきた。
送迎時の保護者と
の対話を大切にし
ている。各会議での
話し合いを保育に
いかしている。

▼　複合施設の管理運営は、施設全体で北海道東
急ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（株）に委託しており、役務履行検査
報告書により適正な業務遂行が行われていることを
確認した。

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

保育に必要な職員
数を確保することに
努めた。
キャリアアップでき
る組織体制を整備
し、副主任、専門
リーダー、職務分野
別リーダーを任命
し、それぞれに責任
を持って職務を遂
行するよう努めてい
る。
全職員の研修参加
の計画をもちながら
体制を整えてきた。
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実施できなかった

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼　要望・苦情対応に関する苦情処理規程を作成し
たうえ、ご意見箱の設置や事務室入り口への貼紙な
どで、要望・苦情は随時受け付けていることを周知し
ている。
▼要望・苦情については毎月、件数・内容・解決結
果を掲示し、園だよりにも載せている。（件数が０件
の場合も掲示）
▼　年度末アンケートで出された要望に対しては、利
用者に対して掲示公表を行った。

（２）労働関
係法令遵守、
雇用環境維
持向上

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリ
ングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自
己評価の実施）

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上

▼　給与規程の改正を、4月（勤勉手当の乗率変
更）、2月（勤勉手当の乗率変更と保育士初任給号
給変更）に行い、理事会承認後、労働基準監督署へ
届け出た。
▼　就業規則の改定（有給休暇付与月を入職後１ヶ
月経過後と前倒しした）を行い、労働基準監督署へ
届け出た。
▼　時間外労働及び休日労働に関する協定（36協
定）を結び、3月に労働基準監督署へ届け出た。
▼　労働基準監督署の行政指導を受けなかった。
▼　すべての職員を労災保険に、条件を満たす職員
（65歳未満、31日以上雇用）を雇用保険に加入させ
た。
▼　1週30時間以上勤務の職員を厚生年金保険と健
康保険、退職共済に加入させた。
▼　１年に１回の定期健康診断を実施している。
▼　労働者の安全と健康を確保のため、衛生推進者
を選任している。
▼　正規職員を雇用する際、現在の非正規職員から
の希望者を募り、内部路用試験を行っている。

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

▽　要望・苦情対応

協議・報告内容

＜協議会メンバー＞

開催回

▼　資金管理については、税理士事務所による毎月
の監査および法人本部による年１回の監査を導入し
ている。
▼　現金等の取扱いについては、経理規定に従って
適切に処理をしている。

第１回

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）

市の指導を受け
ることなく、適切に
管理されている。

会計責任者と出納
職員を置き、経理規
定に従った取り扱い
を行った。毎月、税
理士事務所による
点検も行っている。

▼　指定管理業務の実施に関する記録・帳簿等を整
備・保管している。
▼　利用者満足度の測定のため、３月にアンケート
調査を行い結果を掲示した。
▼　怪我等については事故記録簿に内容と対応を
記録し、ヒヤリハット帳も利用しながら日々の安全に
努めた。
▼　各業務に関しての自己評価を実施し、今後の対
応について全職員で確認を行った。

職員の自己評価を
行い、園長との面
談を行った。また、
主任１名・副主任３
名体制で新任保育
士の育成に力を入
れた。

保護者からの苦情・
要望に対しては、苦
情処理規程に従
い、迅速に職員間
で話し合い対応し、
理解を得るようにし
ている。
アンケートの結果を
含め苦情・要望は
掲示し、開かれた保
育園運営を行って
いる。

職員の雇用に関す
る関係法令を遵守
し、就業規則・給与
規定等を定め、労
働基準監督署へ必
要な届けを行ってい
る。
職員に対する給
与、賃金等の支払
を適切に行った。
安全衛生のため、
健康診断、予防接
種、検便を行った。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼　保育時間

国が定める最低基準以上の保育士を確保している。

用務員　1名　事務員　1名　嘱託員　1名　

コロナ禍のめ中止・縮小する行事が多かった。

内科健診：年1回実施　　歯科検診：年1回実施　　　

３歳児

▽　防災

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修
繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上
への配慮、連絡体制確保、保険加入）

39（　6）人

7:00～19：00、8：00～22：00

22（　1）人

４～５歳児

１～２歳児

▼　施設の快適な環境を保つため、日常清掃は用
務員が毎日実施し、廃棄物は環境事業公社が毎日
収集している。
▼　計画清掃として全職員による年３回の窓・壁など
の清掃、および業者委託の排水管洗浄・グリースト
ラップ清掃（各年1回）を実施した。
▼　修繕として、園庭土止めシート張替、トイレセン
サー修理、給食室ガスレンジ修理、給食室框戸交換
修理、屋外デッキ補修工事を行った。
▼　衛生管理上有効な電解水生成装置を給食室に
設置し、食品の洗浄や清掃に活用している。
▼　警備・保守点検に関しては、複合施設全体で業
者へ委託して実施した。

40（　3）人 38（　2）人

R1実績 R2実績

（4）事業の計
画・実施業務

▽　保育実施状況

▼　職員数（令和２年3月31日現在）

▼　行事の実施

▼　健康診断の実施

施設長1名　保育士19名　保育補助1名　調理員6名

▼　児童数（該当年度３月１日児童数）※（）内は夜間

定員

21（　3）人

０歳児 16（　0）人 9（　0）人

37（　3）人

計 120(　40)人 116（12）人 106（　6）人

市の指導を受け
ることなく、適切に
管理されている。

法令を遵守しなが
ら、事業計画に基
づき保育事業を実
施している。

コロナ禍の影響で
入所を控える家庭
があったため、定員
数を満たすことがで
きなかった。

コロナ禍のため、健
康診断が十分でき
なかった。

▼　安全管理マニュアルの活用で危険を認識し、安
全への意識を高めている。
▼　緊急時の連絡は、緊急一斉配信メールおよび伝
言ダイヤルを利用した体制をとっている。
▼　拾得物は、掲示したうえで事務室で保管してい
る。
▼　仕様に適合した損害賠償保険に加入している。

ヒヤリハット報告で
危険を認識し、安全
な環境づくりの話し
合いを重ね、改善
に努めている。
他施設の事故例等
の周知により、職員
の安全意識を高め
ている。

日常の定期清掃や
点検と業務委託に
より、環境保全に努
めた。

▼　複合施設としての防災計画を策定し、保育園の
みの避難訓練は毎月、複合施設の合同訓練（火災・
地震・不審者）は年3回計画している。
▼　防災点検は、日常自主検査を毎日行うとともに、
消防署による年2回の定期点検を施設全体で実施し
ている。
▼　救急箱に医薬品を常備するとともにAEDも使用
できる状態にある。

日中の他に夜間で
避難訓練も実施し
ている。
コロナ禍で合同訓
練を実施できなかっ
た。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（前回から継続指定のため、引継業務なし）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

3月

コロナ禍の影響もあ
り利用数減となっ
た。

▼　該当なし

入所児童保護者を対象に、用紙配布により実施。
回収率７１.７％

アンケートの結果と
要望への回答を掲
示し、保護者の理
解を得ている。

▽　広報業務

591人

2,484人

R2実績

688人

▽　保育に付随する業務の実施状況

11人

　※　実績は該当年度延べ利用児童数

種別（内容）

延長保育（通常分～１時間延長）

延長保育（夜間保育～２時間延長）

一時保育（　　8時～　　18時）

実施方
法

▽　引継ぎ業務

２　自主事業その他

▽　自主事業

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

（6）付随業務

（5）施設利用
に関する業
務

0人

▼　入園のしおり（重要事項説明書）、要覧、一時保
育のご案内を作成し、施設の情報提供に努めてい
る。
▼　入所希望等の個人見学者を可能な限り受け入
れた。
▼　複合施設のエントランスホールに保育園の活動
を掲示している。

▼給食の食材、消耗品、保育材料などの物品は、可能な限り市
内の業者から購入している。
▼清掃、修繕、廃油回収は、市内の業者を利用している。

市内企業、福祉施
設への依頼を、でき
る限り心がけてい
る。

（要望①）駐車場の車線をまたいで停めている方が
いて不快に思う。⇒（回答）どなたもルールを守って
安全に利用できるようお知らせしていきます。

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

エントランスホール
の掲示で、複合施
設来館者にも保育
園の活動を伝えて
いる。

R1実績

結果概
要

・施設の利用の満足度…とても良い45.5％　良い
40.9％　普通13.6％　あまり良くない0％　良くない0％
・施設や設備の管理状況…とても良い39.4％　良い
47.0％　普通10.6%　 あまり良くない3％　良くない0％
・保育園の行事…とても良い31.3％　良い49.2％　普
通15.0％  あまり良くない4.5％　良くない0％
・保育園の食事…とても良い39.4％　良い43.9％　普
通16.7％　  あまり良くない0％　良くない0％
・職員の対応…とても良い54.6％　良い40.9％　普通
4.5％　あまり良くない0％　良くない0％
・保育サービス全体…とても良い39.4％　良い48.5％
普通10.6％　あまり良くない1.5％　良くない0％

3,108人

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

（要望②）行事が少ない。⇒（回答）今年度はコロナ
禍のため活動制限がありました。来年度にはコロナ
禍が収まり例年同様の行事ができることを望むとこ
ろです。

（要望③）棚のはがれやキシミが気になる。⇒（回
答）年数が経ち、傷みが目立つようになりました。順
次修理を行っていきます。

札幌市の施策で
ある時間外・夜
間・一時保育事業
の実施に努めて
いる。

市の指導を受け
ることなく、適切に
管理されている。

市の指導を受け
ることなく、適切に
管理されている。

満足度は高い評
価を得られてい
る。
また、利用者から
の意見・要望につ
いて適切に対応し
ており、利用者と
良い信頼関係を
築いていることが
見受けられる。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼　各条例の規定に則り、すべて適切に対応した。
▼　個人情報の取り扱い方針を定め、すべての職員から個人情
報取り扱いに関する誓約書をもらっている。また、保育要録等の
開示請求にあたっては、所定の手続きにより開示している。（令
和２年度の請求は0件）
▼　協定に関する契約（第三者への委託、物品調達等）につい
て、暴力団員や暴力団関係事業者を相手に契約を行わなかっ
た。

収入-支出 ▲ 957 1,133 2,090

利益還元 0

▽　収支

項目 Ｒ２年度計画

（千円）

自主事業支出

135,555 ▲ 3,989

収入

1,385

純利益 -957 1,133 2,090

▽　説明

▽　安定経営能力の維持 適 不適

適 不適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン
条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

0法人税等

収入は計画通りに
はならなかったが、
支出も同様だった
為、黒字となった。
収入および支出に
関して適切に運用
できたと思う。

▼　当法人の財務状況は良好で、安定した経営をしている。

138,492 ▲ 5,567

1,379 ▲ 6

その他 1,989 1,986 ▲ 3

自主事業収入 3,558 4,070 512

137,113 ▲ 5,561

支出 144,059

136,985 132,992 ▲ 3,993

利用料金 570 577 7

指定管理費

▼　指定管理業務収入のうち、委託費収入は予算対比1,176千
円増、補助金事業収入は予算より3,989千円減少した。
▼　利用料金収入は、見込みより時間外保育利用者が若干増
えたため、7千円の増となった。
▼　その他収入は、退園による副食費返戻として3千円減少と
なった。
▼　自主事業収入のうち、退職給付引当資産取崩収入が予算
対比495千円増、受取利息収入・その他収入が17千円増となっ
た。
▼　指定管理業務支出のうち、人件費支出は職員採用を見込ん
でいたが叶わず、予算対比5,164千円減少、事業費支出・事務
費は、全体的に若干ではあるが予算対比は減少した。
▼　自主事業支出は、利用者等外給食費支出が6千円減少と
なった。
▼　決算収支は収入減と支出減により、1,133千円の黒字となっ
た。

４　収支状況

▲ 3,477

指定管理業務収入 139,544

Ｒ２年度決算 差（決算-計画）

143,102 139,625

指定管理業務支出 142,674

令和元年度は園
児数の減少等の
理由によりマイナ
ス決算となった
が、令和２年度は
人件費支出が見
込みを下回ったこ
となどにより、黒
字決算となった。
全体としておおむ
ね良好な運営が
できている。
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Ⅲ　総合評価

コロナ禍で、従来の保育をすることが困難だったが、
創意工夫して活動をおこなってきた。
また、懇談会を開くことができなかったので、保護者へ
子どもの育ちを伝えることを工夫してきた。

新型コロナウイルス感染症予防の励行に努めていく。
園内研修及びＺｏｏｍ研修に参加し、学ぶことを続けてい
く。
経年劣化などでの修繕・交換を行い、安全な環境づくり
を行う。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

総合評価 来年度以降の重点取組事項

法令を遵守し、保育の質を保っていること、札幌市の
施策に対して積極的に取り組み、様々な保育ニーズ
に対応していることが利用者の満足度にも表れている
ように見受けられる。
新しい生活様式が求められる中で、引き続き、感染症
対策を徹底しながら、さらなる質の高い保育の実施に
取り組んでいただきたい。
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